
令和７年１１⽉２８⽇

規則番号 題名

41 杉並区幼稚園教育職員の勤勉⼿当に関する規則の⼀部を改正する規則

42 杉並区学校教育職員の勤勉⼿当に関する規則の⼀部を改正する規則

令和７年杉並区教育委員会規則



杉並区幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則を公布する。

令和７年１１月２８日

杉並区教育委員会教育長 渋 谷 正 宏

杉並区教育委員会規則第４１号

杉並区幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則

杉並区幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則（平成１２年杉並区教育委員会規

則第２３号）の一部を次のように改正する。

別表第２の(１)の表中「私事欠勤」を「私事欠勤等」に、「９日」を「８日」に

「

１００分の７０

１００分の５０

１００分の３０

１００分の１０

改め、「又は８日」を削り、 を

１００分の５

１回につき１００分の２０

１回につき１００分の１５

１回につき１００分の１０

」

「

１００分の８０

１００分の６０

１００分の４０

１００分の２０

に改める。

１００分の１０

１回につき１００分の５０



１回につき１００分の３５

１回につき１００分の２０

」

別表第２の(２)の表中「私事欠勤」を「私事欠勤等」に、

「 「

１００分の２０ １００分の３０

を に改める。

１００分の１０ １００分の２０

」 」

附 則

この規則は、令和７年１２月２日から施行する。



杉並区学校教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則を公布する。

令和７年１１月２８日

杉並区教育委員会教育長 渋 谷 正 宏

杉並区教育委員会規則第４２号

杉並区学校教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則

杉並区学校教育職員の勤勉手当に関する規則（平成１９年杉並区教育委員会規則

第１７号）の一部を次のように改正する。

別表第２の(１)の表中「私事欠勤」を「私事欠勤等」に、「９日」を「８日」に

「

１００分の７０

１００分の５０

１００分の３０

１００分の１０

改め、「又は８日」を削り、 を

１００分の５

１回につき１００分の２０

１回につき１００分の１５

１回につき１００分の１０

」

「

１００分の８０

１００分の６０

１００分の４０

１００分の２０

に改める。

１００分の１０

１回につき１００分の５０



１回につき１００分の３５

１回につき１００分の２０

」

別表第２の(２)の表中「私事欠勤」を「私事欠勤等」に、

「 「

１００分の２０ １００分の３０

を に改める。

１００分の１０ １００分の２０

」 」

附 則

この規則は、令和７年１２月２日から施行する。
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